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(57)【要約】
【課題】  ＥＬ素子から素子外部への放熱速度を向上さ
せ、有機ＥＬ層で発生した熱による発光特性の劣化を抑
制し、表示素子の長寿命化させる。
【解決手段】  有機エレクトロルミネッセンス表示素子
１は、少なくともガラス，プラスチック，セラミックの
うちの１つより構成されると共に複数の電極３が設けら
れた基板２と、この基板２上に積層された有機エレクト
ロルミネッセンス層４と、基板２との間で有機エレクト
ロルミネッセンス層４を挟んで対向して設けられた上部
電極５と、上部電極５との間で封止空間６を介して封止
剤７により基板２に対して封止された封止基板８と、を
備える有機エレクトロルミネッセンス表示素子におい
て、上部電極５の前記封止基板と対向する表面５ａに成
膜・加工により突出形成されると共にこの突出側壁の表
面積により前記有機エレクトロルミネッセンス層４より
生じた熱を放出させる放熱部１０を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】少なくともガラス，プラスチック，セラミ
ックのうちの１つより構成されると共に複数の電極が設
けられた基板と、この基板上に積層された有機エレクト
ロルミネッセンス層と、前記基板との間で前記有機エレ
クトロルミネッセンス層を挟んで対向して設けられた上
部電極と、前記上部電極との間で封止空間を介して封止
剤により前記基板に対して封止された封止基板と、を備
える有機エレクトロルミネッセンス表示素子において、
前記上部電極の前記封止基板と対向する表面に成膜・加
工により突出形成されると共にこの突出側壁の表面積に
より前記有機エレクトロルミネッセンス層より生じた熱
を放出させる放熱部を備えることを特徴とする有機エレ
クトロルミネッセンス表示素子。
【請求項２】前記放熱部は、前記上部電極の表面に設け
られた凹凸部を備えたことを特徴とする請求項１に記載
の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
【請求項３】前記放熱部は、前記上部電極の前記封止基
板への対向面の一定の範囲にわたって実質的に均一に突
出形成された段状の多数の突起により構成され、この多
数の突起の隣接する２つは直交する２方向に所定距離ず
つ離隔して設けられている請求項１に記載の有機エレク
トロルミネッセンス表示素子。
【請求項４】前記放熱部は、前記上部電極の表面に行列
状に設けられた複数の突起を備え、隣接する２つの行の
突起列が所定の距離ずつ位置ずれされていることを特徴
とする請求項１に記載の有機エレクトロルミネッセンス
表示素子。
【請求項５】前記放熱部を構成する前記多数の突起は前
記封止基板の前記上部電極対向面にまで当接する高さに
形成されていることを特徴とする請求項３または４に記
載の有機エレクトロルミネッセンス表示素子。
【請求項６】少なくともガラス，プラスチック，セラミ
ックのうちの１つより構成されると共に複数の電極が設
けられた基板と、この基板上に積層された有機エレクト
ロルミネッセンス層と、前記基板との間で前記有機エレ
クトロルミネッセンス層を挟んで対向して設けられた上
部電極と、前記上部電極との間で封止空間を介して封止
剤により前記基板に対して封止された封止基板と、を備
える有機エレクトロルミネッセンス表示素子の製造方法
において、
前記基板の一主面に透明電極を形成するステップと、
前記基板の前記一主面上に前記透明電極を囲むように有
機発光層を形成するステップと、
前記基板の前記一主面上に前記透明電極および前記有機
発光層を囲むように主として金属より成る上部電極を積
層形成するステップと、
前記上部電極の上面に所定の孔パターンを有するシャド
ウマスクを介してさらに金属を蒸着することにより前記
所定の孔パターンに対応する形状の突部を積層して形成
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するステップと、
を備える有機エレクトロルミネッセンス表示素子の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、有機エレクトロ
ルミネッセンス表示素子に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機エレクトロルミネッセンス（以下、
有機ＥＬ―Electro luminescence―という。）表示素子
は、視野角、応答速度に優れ、薄膜化が容易な自発光素
子であることから注目されている。一般に有機ＥＬ表示
素子は、基板側に設けられて発光を取り出すための透明
電極と、主として金属からなる対向電極（上部電極）を
有し、基板と上部電極との間に有機発光層（以下、ＥＬ
層という）を有する構造となっている。このＥＬ層は正
孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入
層などの複数の薄膜から構成される。また、電極とＥＬ
層の間にフッ化リチウムなどの誘電体を有する場合もあ
る。
【０００３】ＥＬ層の成膜方法は、真空蒸着法に代表さ
れるドライプロセスや、スピンコート法に代表されるウ
ェットプロセスで行なわれるが、この発明はＥＬ層の成
膜に関し、特に限定するものではない。対向電極の成膜
方法は、抵抗加熱による真空蒸着法、電子ビーム蒸着
法、スパッタ法などの方法が挙げられるが、前述の方法
により成膜を行なった場合、対向電極に関して下地ＥＬ
層の平坦性を踏襲した表面状態が得られる。特に、ウェ
ットプロセスによりＥＬ層を成膜した場合には、ＥＬ層
は平坦膜が得られるため、対向電極もその表面は平坦に
なる。また、ＥＬ素子作成後は、大気との接触を防ぐた
めにＮ

２
、Ａｒガス等の特殊な雰囲気中において封止が

行なわれる。
【０００４】有機ＥＬ素子の駆動は、下部および上部電
極を介してＥＬ層に電流を流すことにより、発光層とし
てのＥＬ層内で電子・正孔が再結合することにより形成
された励起子の緩和により生じた蛍光によるものであ
る。
【０００５】この有機エレクトロルミネッセンス表示素
子は発光層を電流駆動しているために、表示素子内に熱
が発生する。特に、有機ＥＬ素子はＥＬ層保護のために
封止しているため、対向電極を介しての外部への放熱が
起こりにくいため、この熱は素子内に蓄積しやすい。そ
の結果、温度上昇による発光特性の変化（例えば、発光
効率の低下や発光色の変化）、素子寿命への影響など、
計り知れない影響が生じるものと考えられる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】上述したように、従来
の有機エレクトロルミネッセンス表示素子においては、
電極に電流を流すことにより表示素子内の電極の近傍で
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熱が発生していた。この表示素子に関連する発熱は電極
の近傍で顕著であるが、下部電極はガラス等の基板上に
設けられているので、密着する下部基板から熱が伝搬し
て上部電極に比べると放熱性を有することになる。これ
に対して、特にＥＬ層の上方で基板に対向して設けられ
た上部電極は、封止剤を介して下部基板と封止基板とに
より封止されて封止空間内に設けられているので、上部
電極に電流を流すことにより発生した熱は表示素子内に
籠もってしまうという問題があった。この表示素子内に
蓄積された熱により、温度上昇が発生して発光特性が劣
化したり、表示素子の寿命が短縮されたりするという問
題点があった。
【０００７】この発明は、上記問題点を解決するために
なされたものであり、ＥＬ素子から素子外部への放熱速
度を向上させることで、有機ＥＬ層で発生した熱による
発光特性の劣化を抑制し、表示素子の長寿命化させるこ
とを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明の第１の基本構成に係る有機エレクトロルミ
ネッセンス表示素子は、少なくともガラス，プラスチッ
ク，セラミックのうちの１つより構成されると共に複数
の電極が設けられた基板と、この基板上に積層された有
機エレクトロルミネッセンス層と、前記基板との間で前
記有機エレクトロルミネッセンス層を挟んで対向して設
けられた上部電極と、前記上部電極との間で封止空間を
介して封止剤により前記基板に対して封止された封止基
板と、を備える有機エレクトロルミネッセンス表示素子
において、前記上部電極の前記封止基板と対向する表面
に成膜・加工により突出形成されると共にこの突出側壁
の表面積により前記有機エレクトロルミネッセンス層よ
り生じた熱を放出させる放熱部を備えることを特徴とす
る。
【０００９】また、本発明の第２の基本構成に係る有機
エレクトロルミネッセンス表示素子の製造方法は、少な
くともガラス，プラスチック，セラミックのうちの１つ
より構成されると共に複数の電極が設けられた基板と、
この基板上に積層された有機エレクトロルミネッセンス
層と、前記基板との間で前記有機エレクトロルミネッセ
ンス層を挟んで対向して設けられた上部電極と、前記上
部電極との間で封止空間を介して封止剤により前記基板
に対して封止された封止基板と、を備える有機エレクト
ロルミネッセンス表示素子の製造方法において、前記基
板の一主面に透明電極を形成するステップと、前記基板
の前記一主面上に前記透明電極を囲むように有機発光層
を形成するステップと、前記基板の前記一主面上に前記
透明電極および前記有機発光層を囲むように主として金
属より成る上部電極を積層形成するステップと、前記上
部電極の所定の孔パターンを有するシャドウマスクを介
してさらに金属を蒸着することにより前記所定の孔パタ
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ーンに対応する形状の突部を積層して形成するステップ
と、を備えている。
【００１０】本発明の第１および第２の基本構成によれ
ば、下部電極としての複数の電極が設けられた基板との
間で封止剤を介して密封された封止空間を形成する封止
基板に対向する上部電極の表面に多数の突起を形成して
表面の面積を増加させ、この面積の増加分により上部電
極に流された電流に起因する発熱を放出させている。平
坦な平面よりも多数の突起による表面積の増大は、放熱
特性を遙かに改善することができる。放熱のための特性
をより一層改善するためには、多数の突起の形状や配列
をなるべく上部電極の封止空間側の表面積が増大するよ
うに形成すれば良い。
【００１１】そのためには、なるべく個々の突起の形成
密度を緻密にすると共に封止基板の内側の面に当接する
くらいの高さとすれば良い。また、隣接する突起の基部
側をなるべく密着させると共に上方、すなわち封止基板
方向に向かうにつれて細くなるような台形状または截頭
円錐形状に形成しておけば、より一層高い放熱特性を得
ることができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る有機エレクト
ロルミネッセンス表示素子の実施形態について、添付図
面を参照しながら詳細に説明する。まず、図１および図
２を用いて、本発明の第１実施形態に係る有機エレクト
ロルミネッセンス表示素子について説明する。
【００１３】図１は第１実施形態に係る有機エレクトロ
ルミネッセンス表示素子の概略断面図を示しており、表
示の煩雑化を避けるために断面表示は省略して示してい
る。図１において、有機エレクトロルミネッセンス表示
素子１は、ガラス，プラスチック，セラミック等により
構成された下部基板２と、この下部基板２の一主面に設
けられた複数の下部電極３と、基板２上に下部電極３を
包囲するように積層された有機エレクトロルミネッセン
ス層４と、基板２との間で前記有機エレクトロルミネッ
センス層４を挟んで対向して設けられた上部電極５と、
この上部電極５との間で封止空間６を介して封止剤７に
より下部基板２に対して封止された封止基板８と、を備
えている。ここまでの構成は、従来の有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子と変わりはない。
【００１４】第１実施形態に係る有機エレクトロルミネ
ッセンス表示素子は、上部電極５の前記封止基板８と対
向する表面に放熱部１０を形成したものであり、この放
熱部１０は、成膜・加工により突出形成されると共にこ
の突出側壁の表面積により前記有機エレクトロルミネッ
センス層より生じた熱を放出させる多数の突起１１を備
えている。
【００１５】この多数の突起１１は、図２に示すよう
に、上部電極５の前記封止基板８側の対向面５ａの一定
の範囲にわたって実質的に均一に突出形成された矩形段
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状の多数の突起により構成され、この多数の突起の隣接
する２つの突起１１、１１は、略々直交するＸ方向、Ｙ
方向の２方向に所定距離ずつ離隔して設けられている。
図２に示された矩形段状の突起１１は、略々正方形状で
合同の底面および上面を有し、それぞれの面の１辺の約
２倍の高さを有する矩形の段部をマトリックス状に多数
配列した構成になっている。
【００１６】図１および図２に示した第１実施形態に有
機エレクトロルミネッセンス表示素子において、放熱部
１０は、平坦な金属製上部電極５の表面５ａの上に選択
的に金属膜を積層することにより形成されている。ま
た、放熱部１０は、平坦な金属製上部電極５を成膜後に
選択的にエッチングすることにより形成するようにして
も良い。
【００１７】例えば、シャドウマスクを用いた真空蒸着
法の場合、蒸着途中で、マスクパターンを変更し、表面
が凹凸になるようにする。このとき、使用するシャドウ
マスクのパターンは、第１実施形態の場合正方形状の穴
の空いたマスクが用いられるが、他にも、形成したい突
起の形状に応じて、ストライプ状あるいはドット状のパ
ターンなどが考えられる。あるいは、成膜後にエッチン
グすることでも、同様の凹凸状の表面を持つ上部電極５
を作成することができる。
【００１８】上部電極を作成する際、シャドウマスクを
変更するまでは、従来どおりの方法と変わらないが、途
中でシャドウマスクを変更した後に成膜された電極は、
シャドウマスクのパターンにより表面が凹凸になる。そ
の結果、上部電極の表面積を容易に大きくすることがで
きる。表面積を大きくすることにより、上部電極からの
熱の拡散が促され、駆動により素子に生じた熱を素子外
に拡散させることができる。
【００１９】次に、図３および図４を用いて、本発明の
第２実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス表示
素子について説明する。第２実施形態の表示素子は、放
熱部１０の構成が、第１実施形態の突起１１よりも長尺
な突起１２である点にあり、突起１２の上面１２ａは図
３に示すように封止基板の上部電極５側の下面に密着す
る高さにまで長く形成されている。このように、上部電
極を凹凸に加工すると共に長尺に形成することにより、
スペーサーを用いなくても、封止基板８とのギャップ制
御を行なうこともできる。この構成に特有の効果として
は、例えば、下部基板に駆動回路を有するＴＦＴアレイ
基板を用いる場合、スペーサーによるドライバの破損を
防ぐことにもなり、歩留りも上昇する。
【００２０】次に、図５および図６を参照しながら、本
発明の第３実施形態に係る有機エレクトロルミネッセン
ス表示素子について説明する。図５および図６におい
て、図１ないし図４と同一の構成要素には同一の符号を
用いて重複説明を省略する。この第３実施形態に係る有
機エレクトロルミネッセンス表示素子は、放熱部１０の
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形状が台形状となっている点で第１および第２実施形態
に係る表示素子と異なっている。
【００２１】第３実施形態の放熱部１０の具体的な構成
は、図５に示すような封止空間６の途中までの高さの台
形状の多数の突起１３により構成されており、その配列
状況は、図６に示すように、Ｙ方向に突出する２つの突
起の台形状の底面の隣接辺が密着するような配置であ
り、Ｘ方向は略々突起１３の底面分１つ跳びで離間する
ように形成されている。配置密度や突起形状等について
は、統計的に最も放熱特性の良い密度や形状とすること
が望ましいが、放熱特性は突起１３を含む上部電極５の
表面５ａの凹凸による表面積の広さに正比例するものと
考えられるので、なるべく密接させて表面積も広く確保
できるような突起形状が好ましい。
【００２２】なお、第１実施形態に対する第２実施形態
のような関係に基づいて、図７および図８に示す第４実
施形態が考えられる。この第４実施形態に係る有機エレ
クトロルミネッセンス表示素子は、図７に示すように、
封止基板８の下面に当接する上面１４ａを有する台形状
の突起１４が多数Ｘ，Ｙの２つの方向に配列されてい
る。突起１４の底面の隣接する２つの辺が密着するよう
に形成されている。この第４実施形態に係る放熱部の突
起１４は、第２実施形態に係る放熱部の突起１２と同様
にスペーサーとしての機能も果たしている。
【００２３】なお、上述した第１ないし第４実施形態に
係る有機エレクトロルミネッセンス表示素子によれば、
放熱部１０としての多数の突起１１ないし１４は何れも
底面が矩形の角柱または截頭角錐形状であったが、本発
明はこれに限定されず、多数の突起を円柱または截頭円
錐形状に形成しても良い。また、配列についても、前記
放熱部は、前記上部電極の前記封止基板への対向面の一
定の範囲にわたって実質的に均一に突出形成された截頭
円錐形状の多数の突起により構成され、この多数の突起
の隣接する２つは直交する２方向に所定距離ずつ離隔し
て設けられていても良い。前記放熱部を構成する前記多
数の突起は、配列された行・列２方向の隣接する２つの
行の突起列が所定の距離ずつ位置ずれされていても良
い。
【００２４】図９および図１０は、本発明の第５実施形
態に係る有機エレクトロルミネッセンス表示素子を示す
断面図および斜視図である。図９に示すように、第５実
施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス表示素子
は、截頭円錐形状の突起１５を上部電極５の表面５ａ上
に設けられている。この突起１５は、隣接する列および
行毎に位置ずれして設けられている。
【００２５】この第５実施形態に係る表示素子によれ
ば、突起１５が截頭円錐形状に形成されているため、円
錐形の傾斜する周面により広い表面積を確保することが
できると共に、上部電極５の上表面５ａと封止基板８の
下面との間の上部電極５の電流に起因する発熱を放熱す
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7
る際の熱対流効率をより向上させることができる。
【００２６】なお、図９に示された截頭円錐形は封止空
間６における上部電極５の状目５ａと封止基板８の下面
との間の途中までの高さに形成されているが、本発明は
これに限定されず、第２および第４実施形態に示す放熱
部１２および１４のように、封止基板８の下面に当接し
て突起の上面で直接封止基板８に熱を伝導するように構
成しても良い。また、この第５実施形態の突起１５は截
頭円錐形に形成されているが、本発明はこれにも限定さ
れず、側断面から眺めたときに図１のように見える円筒
形状に形成しても良い。同様に、図３の側断面図のよう
に見える上面が封止基板８の下面に接するまで長尺に形
成された円筒形状の突起であっても良いことはもちろん
である。
【００２７】本発明の第２の基本構成に係る有機エレク
トロルミネッセンス表示素子の製造方法に対応する第６
実施形態に係る有機エレクトロルミネッセンス表示素子
の製造方法について、図１１および図１２を用いて説明
する。
【００２８】第６実施形態に係る表示素子の製造方法は
少なくともガラス，プラスチック，セラミックのうちの
１つより構成されると共に複数の電極が設けられた基板
と、この基板上に積層された有機エレクトロルミネッセ
ンス層と、前記基板との間で前記有機エレクトロルミネ
ッセンス層を挟んで対向して設けられた上部電極と、前
記上部電極との間で封止空間を介して封止剤により前記
基板に対して封止された封止基板と、を備える有機エレ
クトロルミネッセンス表示素子の製造方法に関するもの
である。
【００２９】図１１（ａ）に示すように、まず、ステッ
プＳＴ１において、前記基板２の一主面２ａに複数の透
明電極３を形成する。次に、図１１（ｂ）に示すステッ
プＳＴ２において、前記基板２の前記一主面２ａ上に前
記透明電極３を囲むように有機発光層４を形成する。次
に、図１１（ｃ）に示すように、ステップＳＴ３におい
て、前記基板２の前記一主面２ａ上に前記透明電極３お
よび前記有機発光層４を囲むように主として金属より成
る上部電極５を積層形成する。最後に、図１１（ｄ）に
示すように、ステップＳＴ４において、前記上部電極５
の上面５ａに所定の孔パターン２１を有するシャドウマ
スク２０を介してさらに金属を蒸着することにより前記
所定の孔パターン２１に対応する形状の複数の突起部１
６を順次に積層して形成する。形成された突起部１６
は、第１ないし第５実施形態の放熱部１０として機能す
る。
【００３０】この第６実施形態における有機エレクトロ
ルミネッセンス表示素子の製造方法においては、図１２
に示すような孔パターン２１を多数有するシャドウマス
ク２０を用いて金属蒸着により形成されている。この孔
パターンを最も放熱効率の良い形状の放熱部１０が形成*
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*されるように調整してやることにより、最も好ましい形
状や密度の突起部を形成することが可能である。なお、
突起部１６を円錐形状に形成するためには図１１（ｄ）
に示すステップＳＴ４におけるマスクを用いた金属蒸着
の際に金属の蒸着レートを当初は強く徐々に弱くなるよ
うに調整することにより同じマスクでも円錐形状に堆積
させることができる。また、マスクを複数用意しておい
て、パターンに設けられた孔の径の広いマスクから徐々
に径の小さいマスクに交換して金属蒸着を行なうように
しても良い。
【００３１】
【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明に係
る有機エレクトロルミネッセンス表示素子およびその製
造方法によれば、封止基板の下面に対向する上部電極の
上面に凹凸を形成して表面形状の面積を増大させて放熱
部としたので、表示素子の封止空間内に発生する熱を放
熱部により放熱させて表示素子内を冷却し、封止空間内
の放熱効率を向上させることにより、有機ＥＬ層で発生
した熱による発光特性の劣化を抑制し、表示素子の長寿
命化させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係る有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の概略構成を示す側断面図であ
る。
【図２】本発明の第１実施形態に係る有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の発熱部を示す斜視図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の概略構成を示す側断面図であ
る。
【図４】本発明の第２実施形態に係る有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の発熱部を示す斜視図である。
【図５】本発明の第３実施形態に係る有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の概略構成を示す側断面図であ
る。
【図６】本発明の第３実施形態に係る有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の発熱部を示す斜視図である。
【図７】本発明の第４実施形態に係る有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の概略構成を示す側断面図であ
る。
【図８】本発明の第４実施形態に係る有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の発熱部を示す斜視図である。
【図９】本発明の第５実施形態に係る有機エレクトロル
ミネッセンス表示素子の概略構成を示す側断面図であ
る。
【図１０】本発明の第５実施形態に係る有機エレクトロ
ルミネッセンス表示素子の発熱部を示す斜視図である。
【図１１】本発明の第６実施形態に係る有機エレクトロ
ルミネッセンス表示素子の製造方法の概略工程（ａ）～
（ｄ）をそれぞれ示す側断面図である。
【図１２】本発明の第６実施形態に係る有機エレクトロ
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ルミネッセンス表示素子の製造方法で用いられるシャド
ウマスクを示す平面図である。
【符号の説明】
１  有機エレクトロルミネッセンス表示素子
２  下部基板（ガラス、プラスチック、セラミック）
３  透明電極
４  有機エレクトロルミネッセンス層
５  上部電極 *
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*６  封止空間
７  封止剤
８  封止基板
１０  放熱部
１１～１５  突起
１６  突起部
２０  シャドウマスク
２１  孔パターン

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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